
 

（様式４） 

 

別紙 

質 疑 応 答 書 

事業名 被爆証言応答装置製作等業務 

 

基本仕様書等の 

項目 
質   問 回   答 

【被爆証言応答装置製作

等業務における受託候補

者特定基準】 

１．基本事項 

⑶ 実績 

過去に本業務と類似の業

務を実施した実績がある

か。業務内容に関する知

識及び知見を有している

か。  

こちらの類似の業務とい

う部分は、ＡＩシステム

部分、対話システム部分、

などどういった実績を求

められているのか伺いた

い。 

基本仕様書に定める業

務内容を踏まえ、貴社が

本業務と類似の業務を

実施したと考える実績

について、様式６に記載

してください。 

【被爆証言応答装置製作

等業務における受託候補

者特定基準】 

２．映像収録 

⑴ 制作手法 

適切な収録及び編集手法

が示されているか。  

適切な収録編集とは、ど

のようなことを具体的に

指しているか伺いたい。 

基本仕様書に定める仕

様を満たすことを最低

条件とし、それ以外は提

案とします。 

【被爆証言応答装置製作

等業務における受託候補

者特定基準】 

３．機器及びシステム構

成 

⑶ 運用 

「常設型」及び「可搬型」

の装置は、運用者が運用

しやすいものとなってい

るか。 

(1)で記載されているイ

ンターフェースと、ここ

で記載されている運用者

の運用はどのような違い

を指しているか伺いた

い。 

（１）は利用者向けの、

（３）は運用者向けの機

器及びシステム構成（イ

ンターフェイス を含

む。）を指します。 
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【被爆証言応答装置製作

等業務基本仕様書】 

７ 業務の仕様 

⑵ 被爆証言応答装置の

仕様 

被爆証言応答装置に係る

機器は５セット納品する

こと。 

５セットの内訳につい

て、常設型と可搬型はそ

れぞれ何台でしょうか？ 

基本仕様書に記載のと

おり、セット台数の内訳

は提案としますが、常設

型２台、可搬型３台を想

定しています。 

【被爆証言応答装置製作

等業務基本仕様書】 

７ 業務の仕様 

⑸ 被爆者証言映像の制

作 

前項までに定める一問一

答形式のインタビュー映

像の撮影に先立ち、被爆

体験証言者の被爆体験を

３０分程度にまとめた被

爆者証言映像を５人分そ

れぞれ制作すること。 

「一問一答形式のインタ

ビュー映像の撮影に先立

ち」と先立ち、とあるの

ですが、後述に「この映

像は、本件で製作する被

爆証言応答装置で再生す

ることを前提とするこ

と。」とあるのですが、こ

こで記載されている「先

立ち」はどのような意味

合いと理解すればよろし

いでしょうか？ 

先に３０分程度の被爆

者証言映像を撮影し、そ

の後、一問一答形式のイ

ンタビュー映像を撮影

する、ということです。 

【被爆証言応答装置製作

等業務基本仕様書】 

７ 業務の仕様 

⑸ 被爆者証言映像の制

作 

前項までに定める一問一

答形式のインタビュー映

像の撮影に先立ち、被爆

体験証言者の被爆体験 

を３０分程度にまとめた

被爆者証言映像を５人分

それぞれ制作すること。 

・３０分フルバーション

／１５分ダイジェストの

使用目的をお教えくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一問一答とはまた別に

撮影する必要があります

でしょうか？ 

 

・３０分（フル）・１５

分（ダイジェスト）の被

爆者証言映像は、利用者

に一問一答形式の対話

を疑似体験していただ

く前に視聴していただ

き、対話の疑似体験に先

立ち当該被爆体験証言

者の被爆体験の概要を

知っていただくことを

目的に制作するもので、

時間の差は、活用場面で

の時間の制約を考慮し

たものです。 

 

・一問一答形式の映像と

は別に撮影する必要が

あります。 
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（続き） 

・視覚資料（写真、絵、

地図等）は貸与いただけ

ますでしょうか？ 

（続き） 

・視覚資料を使用する場

合、申請等は受託者が行

う作業となりますが、必

要に応じて本市がサポ

ートします。 

【被爆証言応答装置製作

等業務基本仕様書】 

９ 研修の実施 

・実際の運用に先立ち、

上記の資料に基づいた研

修を最低３回実施するこ

と。 

オンラインによる研修を

実施することは可能でし

ょうか？ 

オンラインの研修も可

としますが、少なくとも

１回は対面で実機を使

った研修を実施するこ

ととします。 

【被爆証言応答装置製作

等業務基本仕様書】 

15 留意事項 

⑵ 受託者は、委託業務の

全部又は一部を第三者に

請け負わせ、もしくは委

任してはならない。ただ

し、あらかじめ本市の承

諾を得た場合は、当該委

託業務の一部を第三者に

請け負わせ、又は委任す

ることができる。  

「あらかじめ」はどのタ

イミングで承諾を得るこ

とで許容されますでしょ

うか？ 

また承諾を得る際に必要

な資料や情報があれば併

せて提供願います。 

契約締結前にあらかじ

め業務の一部を第三者

に委託することが分か

っている場合は、契約締

結のタイミングで本市

の承諾を得る協議を文

書で行っていただきま

す。必要な情報はその

際、受託者にお伝えしま

す。 

（注） この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者

名を記入しないこと。 

 


